
香取市外にお住まいの場合、原則以下に該当する方が、香取市内保育施設に申込みすることができます。

・保護者のいずれかの勤務先が香取市内にあり、月48時間以上就労している方（※）

・香取市で里帰り出産をされる方（※）

・入所希望月の前月末日までに、香取市に転入予定がある方

※保護者のいずれか1人でも求職活動である場合は、原則利用できません。

お住まいの市区町村

締め切り日に香取市必着です。

4月入所は１次と２次で受付対象者がわかれます。ご確認の上、申込みしてください。

① 年度途中入所 入所したい月の前月の1日～15日 前月20日ごろ

② 4月入所（継続者・転入予定者のみ） 1次：令和5年11月30日まで 2月上旬

③ 4月入所（転入予定以外の新規を含む全ての方） 2次：令和6年1月31日まで 2月下旬

※4月入所2次対象者が1次受付期間に書類を提出した場合、入所調整は2次の扱いとします。

香取市外に在住で、香取市内保育施設の利用を希望される場合のご案内

申込み時点で香取市に住所がない方が対象です。

申込みの流れ

入所要件

申込み提出先

申込み期間

対象 令和6年度　申込み期間 結果通知

利用調整

・香取市に転入予定の方で、お住まいの市区町村が市外転出の申込みを受付していない場合は、香取市子育て支援課にご

相談ください。

・香取市に転入予定の方は、転入後に香取市民として再申込みが必要です。住民票のお手続きの際、香取市子育て支援課

にお立ち寄りください。このお手続きがない場合、内定取り消しになることがあります。

提出していただいた書類、世帯状況などを点数化して、点数の高い世帯の方から利用希望施設に空きがあるかどうかで入

所内定の判定をします。先着順ではございません。

※市外からお申込みの場合（転入予定者以外）は、入所調整において優先度が下がります。香取市民の入所調整後に、香

取市外の方の入所調整を行います。お住まいの市区町村保育施設へのお申込みもご検討ください。

なお、転入予定者につきましては、香取市民と同様に利用調整を行います。転入先住所のわかる書類を必ず提出してくだ

さい。

香取市に    

申込み確認

•入所要件、申込み方法、申込み期間、必要書類を確認する。

お住まいの市区

町村に申込み

•お住まいの市区町村で、市外から申込みする場合の必要書類・様式を確認する。

•香取市に確認した申込締切を伝えた上で、お住まいの市区町村が示した提出締切までに書類を提出。

•お住まいの市区町村から香取市へ書類が転送され、保育の委託協議を行います。

結果通知

•香取市からお住まいの市区町村に郵送で通知します。

•原則、お住まいの市区町村から保護者に通知します。



転入予定の方は、可能なかぎり香取市様式の書類を使用してください。

香取市にお住まいの方でも、香取市外の保育施設を利用可能な場合があります。

香取市子育て支援課

ただし、転出予定の方で、転出先市区町村が直接提出可能としている場合には、香取市を通さず転出先にご提出ください。

申込締切の1週間前まで

希望先市町村で指定されている場合や、転出予定の方は、希望先市区町村の様式でも申込み可能です。

香取市を通して申込みする場合、「香取市管外委託同意書」の提出も必要です。

※市外から申込みの場合は、入所調整において優先度が下がることがあります。

多くの自治体で、市民の入所調整後に市外の方の入所調整を行います。香取市内保育施設へのお申込みもご検討ください。

必要書類

・保育所入所申込書（児童の健康状態のわかる書類）

・保育を必要とする証明書類（父・母）

・管外受託確認票・同意書

・お住まいの市区町村で必要な書類

・保育を必要とする証明書類（同居祖母）

※提出なしでも申込みは可能ですが、利用調整において減点となります。

・保育利用連絡票

・生活管理指導票（児童にアレルギーがある場合のみ）

・転入の申立書

・転入先住所がわかる書類（実家に転入の場合不要）

例）賃貸借契約書・売買契約書等のコピー

香取市内に在住で、香取市外保育施設の利用を希望される場合のご案内

申込み時点で香取市に住所がある方が対象です。

申込み方法

確認項目 以下内容は、市区町村によって異なりますので、申込みの前に希望先市区町村にご確認ください。

入所要件 入所要件に該当するかご確認ください。（例：保護者の勤務先がある、転入予定がある等）

申込み方法 転出予定者は住所地の香取市を通さず申込み可能とする自治体もあります。

申込み期間 希望先市区町村の定めている締切までに、申込みが必要です。

必要書類・様式 希望先市区町村によって、必要書類・様式が異なります。

書類提出先

提出期限

必要書類

利用調整

全員

60歳未満の同居の

祖母がいる

公立保育所希望

転入予定

市外から申込みする場合には、入所要件や申込み方法が異なりますので、希望する市区町村の保育所入所担当課にお問い

合わせの上、申込みなどについて必ずご確認ください。

香取市に書類を提出する場合は、希望先市区町村の申込締切1週間前までに、香取市子育て支援課に書類を提出してくださ

い。

該当の方

のみ


